
 

 

 

 

 

 

１．開催年月日 

令和５年１０月２５日（水） 午前１０時００分～午前１０時４０分 

 

２．開催場所 

  大東市教育委員会会議室 

 

３．出席者（５名） 

・教育長          水野 達朗 

・教育長職務代理者     太田 忠雄 

・教育委員         齊藤 めぐみ 

・教育委員         中野 健一郎 

・教育委員         澤田 真由美 

 

４．出席説明員（４名） 

 ・教育総務部長兼教育企画室長              北本 賢一 

・学校教育政策部長                   渡邊 良 

・教育総務部次長兼教育総務課長             杉谷 明子 

・学校教育政策部課長兼教育研究所長           浅井 裕子 

・教育総務部教育総務課上席主査             勝又 瞬 

 

５．傍聴者  ２名 

 

６．議事日程 

 

日 程 第 １  会議録署名委員の指名について 

 

日 程 第 ２  一般業務報告 

 

７．一般業務報告 

 

１．令和５年度大東市一般会計補正予算（第３次）について 

 

２．令和５年度大東市９月定例月議会一般質問の要旨について 

 

３．令和６年度小学生すくすくウォッチの参加及び結果の公表について 

令和５年度 大東市教育委員会 

１０月 定 例 会 会 議 録 



８．会議録 

水野教育長 

 

 

北本部長 

 

 

 

水野教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定刻になりました。 

開会に先立ち、委員の出席状況について報告を求めます。 

 

本日の出席は教育長及び教育委員４名、合計５名でございます。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第３項の規定によ

り本会議は成立することを報告申し上げます。 

 

報告のとおり、定足数に達しておりますので、ただ今から１０月の

教育委員会定例会を開催いたします。 

 

傍聴にお越しの皆様、朝早くから令和５年１０月定例会に傍聴参

加いただきありがとうございます。本市教育行政に引き続きご理解

ご協力賜りますようよろしくお願いいたします。 

 
それでは、議事に入らせていただきます。 

 

日程第１「会議録署名委員の指名について」でございますが、本

日の署名委員は、中野委員によろしくお願いいたします。 

 

・・・・日程第２ 一般業務報告につき要点のみを記載・・・・ 

 

①令和５年度大東市一般会計補正予算（第３次）について 

⇒令和５年７月の教育委員会定例会において、教委議案第２６号令

和５年度大東市一般会計補正予算（第３次）【教育関係】に係る意見

聴取後の可決報告。 

 

②令和５年度大東市９月定例月議会一般質問の要旨について 

⇒９月定例月議会における一般質問要旨についての概要報告。教育関

連の質問は、１０議員から１４項目。 

 

意見・質問 

・各校の取組み実践を、市内他校へ好事例提供等、横展開を行うこと

は大変良い事だ。好事例があったときは教育委員にも教えてほしい。 

⇒今後も教育委員会にて市内小中学校２０校での横展開を行い、好事

例があったときは教育委員の皆様にも紹介させていただきます。 

 

③令和６年度小学生すくすくウォッチの参加及び結果の公表につい

て 

⇒令和５年度と同様、市教育委員会事務局として令和６年度の参加

を決定及び結果の公表は行わないことを決定したとの報告。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 



  

 

令和５年１１月２０日 

 

 

水野教育長 

 

中野委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水野教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 各教育委員から意見等について 

 

・何かを変化させることや、新しいことにチャレンジすることの難し

さについて。 

・変化に対応できる能力、ピンチをチャンスに変えられる思考力を身

につけることの重要性について。 

・社会福祉士の基礎研修を受講し、幸福追求権の支援、戦うためでは

なく寄り添うための法を学んだ。講義や研修は終了時間まできちんと

聞くということに気をつけなければならない。 

・指導者が発する言葉の影響力について 

 

 

以上をもちまして、１０月定例会を終了といたします。 

 

 

 

以上 

 

 


